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午前１０時開会 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 皆さん、おはようございます。定刻に御参集いただ

きありがとうございます。 

 ただいまより建設消防委員会を開会いたします。 

 開会に先立ちまして、市長より挨拶をお願いいたします。 

○市長（小浮正典君） おはようございます。 

 本日の建設消防委員会に付託されました案件、３議案でございます。慎重な審査をいた

だきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） ありがとうございました。 

 続いて、議長が御出席でありますので、挨拶をお願いいたします。 

○議長（月岡修一議員） 皆さん、おはようございます。 

 議案３件でありますが、しっかりと議論を尽くしていただきますようお願い申し上げま

す。 

 私、この後も公務といいますか、お葬式がありますので退席をさせていただきますが、

よろしくお願いを申し上げます。 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） ありがとうございました。 

 ここでお諮りいたします。市長並びに本日の議事に直接関係しない職員は自席待機とい

たしたいが、御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 御異議なしと認めます。よって、市長並びに本日の

議事に直接関係しない職員は退席を願います。 

 なお、市長におかれましては、答弁を求める機会がある場合には出席をいただきますの

で、御承知おき願います。 

（関係職員以外退席をなす） 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 本日の傍聴については、申し合わせに従い、15名以

内とし、委員長において一般傍聴者の入室を許可します。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事につきましては、本委員会に付託されました案件につきまして、お手元に配

付いたしました議題に従い会議を進めます。 

 なお、今定例月議会より、委員会における質疑に対する当局からの反問権の適用が変更

されました。当局におかれましては、反問権を行使される場合は、意思表示を明確にされ、

論点を整理して反問されますようお願いいたします。 
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 初めに、議案第71号 豊明市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

 本案につきまして、理事者の説明を求めます。 

 稲垣消防総務課長。 

○消防総務課長（稲垣 聡君） 議案第71号 豊明市消防団員等公務災害補償条例の一部

改正について御説明させていただきます。 

 この案を提出するのは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一

部を改正する法律の施行に伴い、必要があるからでございます。 

 なお、消防団員等に対する公務災害補償は、政令で定める基準に従い、市町村条例で定

めることとなっております。 

 今回の一部改正は、その政令の改正内容と同じ内容の条例改正例が総務省消防庁から示

されておりまして、日本全国一律に改正されるものでございます。 

 それでは、内容について説明させていただきますので、１枚おめくりください。 

 条例附則第５条は、豊明市消防団員等の公務災害補償条例に基づく補償と他の法律によ

る給付の調整を規定したものでございます。 

 一元化法の施行に伴い共済年金が厚生年金に統合されたことに伴い、条例附則第５条第

１項から第６項について、次の３点の改正を行うものでございます。 

 なお、基本とする調整率に変更はございません。 

 まず１点目に、条例附則第５条第１項、第２項及び第５項において、一元化法附則第41

条第１項または第65条第１項の規定による障害共済年金または遺族共済年金については、

厚生年金と同様に取り扱うものとするものでございます。 

 次に、２点目としまして、条例附則第５条第１項、第２項及び第３項において、条例第18

条の２に規定する特殊公務災害に該当する場合については、一元化法等の施行に伴う改正

後の地方公務員災害補償法が適用される消防吏員と同様、特殊公務災害加算分を上乗せし

た調整率とするものです。 

 最後、３点目としまして、条例附則第５条第１項から第６項において、今般の改正に伴

い、語句及び表形式の整備を行うものでございます。 

 附則の１といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成27年10月１日から適用

することとしております。附則の２としまして、平成27年10月１日以前に支給すべき事由

の生じた休業補償等については従前の例によること。また、附則の３としまして、平成27

年10月１日からこの条例の施行日までの間に改正前の条例に基づいて支給されたものは改

正後の条例に基づく内払とみなすこととしております。 
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 以上で説明を終わります。 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

 早川委員。 

○早川直彦委員 確認させていただきたいんですが、これは、27年10月１日から共済年金

と厚生年金の一元化によって変わったものなんですが、本来なら、これ、９月の議会に出

てくる。もう10月１日は過ぎていますもんね。何かこれはおくれた理由というのがあるん

でしょうか。 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 答弁を願います。 

 稲垣消防総務課長。 

○消防総務課長（稲垣 聡君） これは条例の根拠となる政令が９月30日に公布されまし

た。遡及適用をせずに10月１日に条例改正をするということは非常に困難ということで、

今回の12月議会で上げさせていただきました。 

 以上でございます。 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） ほかにございませんか。 

（進行の声あり） 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 以上で質疑を終結し、討論に入ります。 

 討論のある方は挙手を願います。 

（進行の声あり） 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 以上で討論を終結し、採決に入ります。 

 議案第71号については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 御異議なしと認めます。よって、議案第71号につい

ては、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 ここでお諮りいたします。議案第72号 平成27年度豊明市一般会計補正予算（第３号）

のうち、本委員会所管部分についてと議案第74号 平成27年度豊明市下水道事業特別会計

補正予算（第１号）については関連がありますので一括議題といたしたいが、これに御異

議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 御異議ありませんので、議案第72号と議案第74号を

一括議題といたします。 

 理事者の説明、質疑、討論は一括して行い、採決は議案ごとで行います。 
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 さらにお諮りいたします。本案につきましては、既に本会議で下廣都市計画課長より提

案説明を受けていますので、直ちに質疑に入りたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。 

（異議なしの声あり） 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 御異議なしと認めます。よって、議案第72号と議案

第74号については、提案説明を省略し、直ちに質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（進行の声あり） 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 以上で質疑を終結し、討論に入ります。 

 討論のある方は挙手を願います。 

（進行の声あり） 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 以上で討論を終結し、採決に入ります。 

 初めに、議案第72号のうち本委員会所管部分について採決を行います。 

 議案第72号のうち本委員会所管部分については、原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

（異議なしの声あり） 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 御異議なしと認めます。よって、議案第72号のうち

本委員会所管部分については、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

 続いて、議案第74号について採決を行います。 

 議案第74号については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） 御異議なしと認めます。よって、議案第74号につい

ては、全会一致により、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。委員会報告については私に一任願えますか。 

（異議なしの声あり） 

○建設消防委員長（近藤千鶴議員） ありがとうございます。 

 委員会報告書については例に従い提出させていただきます。 

 慎重な御審査、御苦労さまでした。これにて建設消防委員会を閉会いたします。 

午前１０時１１分閉会 
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